
海老名市ゴルフ協会研修会規約

(趣 旨)

第 1条 本規約は、海老名市ゴルフ協会会則第 3条の目的達成及び第 4条第 3項の事

業達成のため、研修会の実施について定める。

(目 的)

第 2条 海老名市ゴルフ協会の会員拡大と、会員のルールやマナーの取得、技術向上

をはかり競技ゴルフヘの参加意欲を高めることを目的とする。

(研修会役員と任期)

第 3条 研修会役員の選出及び任期は次のとおりとする。

(1)研修会役員は、ゴルフ協会会長が研修会員の中から選任 し、理事会の承認を得る。

また、研修会役員に選任された者の中から、研修会会長、競技委員長、研修会

事務局、競技委員を任命 し必要な役割を分担 し運営する。

(2)役員の任期は 1年間とし、10月 1日 より9月 30日 までとする。

(研修会役員の役割)

第 4条 研修会役員の役割は、次のとおりとする。

(1)県内を中心に、周辺都県の中から年間の研修会、練習会会場と日程を選定し決

定する。

(2)ゴルフ協会会員に対する研修会への参加要請と一般ゴルファーヘの募集活動。

(3)研修会参加者への諸連絡。

(4)研修会参加者の成績及び獲得ポイン トの算出と累計ポイントの管理。

(5)県央地区ゴルフ大会及び神奈川県市町村対抗ゴルフ大会への選手推薦。

(6)法令を連守 し、目的達成に向け研修会のすべてに関すること。

(参加条件及び会費)

第 5条 研修会参加条件は、特に制限を設けず、誰もが気軽に参加出来る体制とする。

(1)他市町村ゴルフ協会未加入の一般ゴルフアー。

(2)年会費は 1,000円 とし、研修会事務 口連絡費用等は全てこれで賄う。

(3)年会費を研修会事務局に納めた時点で参加選手登録の完了とする。

(4)期間途中に脱会の申し出があっても会費の返還はしない。

(5)会計は研修会事務局が行い、毎年 9月 末までに研修会会長に監査を受ける。
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(研修会の実施内容)

第 6条 研修会は次のとおり実施する。

(1)研修会は、3月 から9月 までの期間で年間 5回程度開催 し、原則として各月 1回

実施する。12月 から2月 までの期間は月 1回程度の練習会を開催する。

(2)研修会及び練習会当日の交通費、プレー費、その他の費用は各自負担とする。

(3)各研修会及び練習会は親睦コンペ、各賞、キヤディー心付け、パーティー等は

行わない。但 し、プレー終了後に反省会を実施することもある。

(4)各研修会・練習会の組み合わせや伝達、注意事項は事前にホームページ等で周

知する。各人の成績、獲得ポイン ト、累計ポイン ト等についても、速やかにホ

ームページに掲載する。

(ポイントの付与)

第 7条 研修会でのグロス成績の順位により、男女別に各国 10点から 1点のポイント

を付与する。但し、海老名市ゴルフ協会会員以外は、ポイントの付与はしない。

(1)各人の上位 3回の獲得ポイントにより、年間順位を決定する。

(2)練習会でのポイント付与はしない。

(各大会への出場選手の推薦)

第 8条  県央地区ゴルフ大会及び神奈川県市町村対抗ゴルフ大会への推薦は、研修会

ポイン ト上位選手及び海老名市ゴルフ選手権大会ならびに春季 "秋季市民ゴル

フ大会の成績上位選手から検討する。各大会派遣選手は、研修会会長、競技委

員長、研修会事務局、ゴルフ協会事務局が協議し決定する。

(規約の改廃)

第 9条 この規約を改廃する場合は、理事会の承認を得なければならない。

(附則)

この規約は、令和 3年 9月 4日 から施行する。
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